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令和５年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」取組結果 

都道府県名 東京都 青少年行政主管課（室）名 生活文化スポーツ局 

都民安全推進部若年支援課 

最重点・重点課題 取組内容 備考 

最重点課題 

こどものイン

ターネット利

用におけるこ

どもの犯罪被

害等の防止 

■広報啓発 

〇チラシ・リーフレット等における啓発（渋谷区、品川区、墨田区、国分寺

市、府中市、福生市、羽村市、奥多摩町、台東区、昭島市、神津島村、八

王子市） 

〇横断幕の掲出（東村山市） 

〇広報誌（あきる野市、中央区、東大和市） 

〇ポスター掲出（青梅市、調布市、瑞穂町、東大和市、神津島村、国立市） 

〇青少年健全育成ちらし（青梅市） 

〇安全指導及び長期休暇中における生活指導の実施（清瀬市） 

〇ホームページへの掲載（墨田区、足立区、武蔵村山市、調布市） 

〇SNS 等の活用による指導・啓発（練馬区、昭島市、八王子市） 

〇練馬区ルールリーフレットの活用（練馬区） 

〇スマートフォンやインターネットの活用（福生市） 

〇利用時間等の自律的な管理、情報を発信するアプリの適切な使用及び自画

撮り画像による被害防止の指導（稲城市） 

〇情報教育年間指導計画に沿って、学校にてネットモラル、情報活用能力育

成指導（千代田区） 

〇SNS かつしかっ子の普及活動（葛飾区） 

〇学校における警視庁と事業者の協議による情報モラル教育（東京都） 

○ターゲティング広告や広報印刷物等によるネット利用に係る犯罪被害等の

防止を啓発（東京都） 

〇SNS 東京ルールの取組推進（江戸川区） 

〇長期休暇中の生活指導についての通知（江戸川区） 

 

■会議・研修会等 

〇青少年関係担当者会議（立川市） 

〇青少年問題協議会（府中市、奥多摩町、あきる野市、瑞穂町、八王子市） 

〇生活指導主任連絡会（中央区） 

〇情報モラル講習会（練馬区、新宿区、大田区、中央区、港区、江戸川区） 

〇地域の学校との連携講演会（杉並区） 

〇小中学生向けの講座「わくわく南極教室」の開催（台東区） 

〇児童・生徒の情報モラル特別講習会（港区） 

〇青少年対策地区委員会、青少年育成指導員会（八王子市） 

〇生活指導連絡協議会（大島町、江戸川区） 

〇江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会（江戸川区） 

〇若手教員育成研修（江戸川区） 

〇「社会を明るくする運動」講演会（国立市） 

 

■保護者・青少年向けの防犯教室等 

〇外部講師によるインターネット・スマートフォン依存症の啓発活動（小平

市） 

〇薬物乱用防止教室、SNS 教室（目黒区） 

〇住区住民会議における防犯講話（目黒区） 

〇各種被害防止教室（東京都） 

〇セーフティ教室（練馬区、新宿区、大田区、中央区、目黒区、江戸川区） 

○「考えようデジタルリテラシー」等を活用したＳＮＳ等のより適切な利用

についての指導（豊島区） 

 



 

2 

〇青少年非行化防止ミニ集会（江東区） 

○（保護者会や個人面談の際に、子供のＳＮＳ利用の把握や被害防止につい

て注意喚起） 

○青少年や保護者等を対象に、ネット利用に起因する犯罪被害等に遭わない

よう、ネット適正利用啓発講座を開催 

○相談窓口において、ネットトラブルに係る相談を受け付け、ホームぺージ

において相談事例やその解決策等について紹介 

 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

■大会実施 

〇不健全な図書類等を指定（東京都） 

 

■広報啓発 

〇ホームページへの掲載（墨田区、調布市）【再掲】 

〇啓発ポスター（国分寺市、中央区）、（東大和市、神津島村）【再掲】 

〇広報誌（足立区）、(中央区、青梅市、東大和市)【再掲】 

〇啓発チラシ３種類作成配布（奥多摩町）【再掲】 

〇生活指導（稲城市） 

〇長期休暇中の生活指導についての通知（江戸川区）【再掲】 

 

■会議・研修会等 

〇青少年健全育成各地区委員会（立川市）【再掲】 

〇生活指導主任連絡会（中央区）【再掲】 

〇学校警察連絡協議会（千代田区） 

〇青少年問題協議会（千代田区）、（瑞穂町）【再掲】 

〇地域座談会（江東区） 

〇環境浄化推進会（江東区） 

〇生活指導連絡協議会（大島町） 

〇セーフティ教室（江戸川区）【再掲】 

〇江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会（江戸川区）【再掲】 

 

■保護者・青少年向けの防犯教室等 

〇セーフティ教室（港区） 

〇各種被害防止教室（東京都）【再掲】 

 

■立入り・実態調査 

〇パトロール（墨田区）【再掲】、府中市 

〇有害図書・ビデオ等自動販売機実態調査（東村山市、八王子市） 

〇健全育成パトロール（あきる野市） 

〇青色回転灯パトロールカーによる巡回実施（千代田区、江東区） 

〇客引き防止パトロールの実施（千代田区） 

〇有害図書・ソフト等の区分陳列状況調査）（千代田区） 

〇環境浄化活動（品川区、杉並区、大田区、荒川区、調布市、八王子市） 

〇有害図書・有害 DVD 回収（三鷹市） 

〇ふれあい月間調査（練馬区） 

〇健全育成への協力店加入要請活動（練馬区） 

〇東京都青少年健全育成協力員活動、有害図書等の調査（東久留米市、昭島

市） 

〇遊技場、不健全雑誌等の販売店等への協力依頼（青梅市） 

〇街頭補導活動（武蔵村山市、調布市） 

〇保護司・更生保護女性会会員の町会活動（台東区） 

〇街頭夜間パトロール（荒川区） 

〇地域安全・環境浄化パトロール（荒川区、江東区） 
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〇図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けをしている自動販売機の実態調

査を実施（東京都） 

○書店等販売店への不健全図書類の立入調査を実施（東京都） 

○深夜立入制限施設への実態調査及び立入調査を実施（東京都） 

〇夜間環境実態調査（江東区） 

 

■その他の取組 

○各校において、外出の際は行き先、経路、帰宅時間、同行者を家族に告げ

る等、具体的な行動についての指導（豊島区） 

〇あいさつ運動キャンペーン（7 月～9 月）学校校門あいさつ・標語・ポス

ター掲示（多摩市） 

〇都よりの有害図書情報共有（国立市） 
 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

■大会実施 

〇防犯少年野球大会（品川区） 

〇社会を明るくする運動フェスティバル（練馬区） 

〇街頭キャンペーン（北区、台東区）、 

〇薬物乱用防止対策普及啓発ミニ集会（千代田区） 

〇児童虐待防止講演会・薬物乱用防止ビデオ上映会（江東区） 

 

■広報啓発 

〇薬物乱用防止啓蒙街頭活動 4回（品川区） 

〇ホームページへの掲載（墨田区、調布市）【再掲】 

〇啓発ポスター掲示（青梅市、武蔵村山市、三鷹市、台東区）、（国分寺

市、中央区、あきる野市、東大和市、神津島村、国立市）【再掲】 

〇薬物乱用防止推進活動（東久留米市） 

〇薬物乱用防止ポスター標語募集（小平市、青梅市、大田区） 

〇広報誌（中央区、東大和市）【再掲】、（武蔵村山市、小平市） 

〇パネル展示、啓発品配布（台東区） 

○「万引き防止啓発リーフレット」を配布し、学校の実態に応じて授業等で

活用（東京都） 

○市立図書館内で特集コーナーの設置 6 月 9 日～7月 12 日 

関連図書の紹介、ポスター掲示、PR チラシ、啓発品の配布（町田市） 

○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 6 月 20 日～7月 12 日 

 リーフレット・ポスターの配付、ポスター掲示・国連支援募金箱の設置、

インターネット動画広告（東京都） 

 

■会議・研修会等 

〇青少年健全育成各地区委員会（立川市）【再掲】 

〇地区協議会総会（文京区） 

〇生活指導主任連絡会（中央区）【再掲】 

〇千代田区/学校警察連絡協議会（千代田区）【再掲】 

〇青少年問題協議会（千代田区、瑞穂町、八王子市）【再掲】 

〇昭島市薬物乱用防止推進協議会（昭島市） 

〇青少年対策地区委員会、青少年育成指導員会（八王子市）【再掲】 

〇薬物乱用防止対策講演会（江東区） 

〇「社会を明るくする運動」講演会（国立市）【再掲】 

 

■保護者・青少年向けの防犯教室等 

〇薬物乱用防止教室（大田区、中央区、目黒区、港区、江戸川区） 

〇薬物乱用防止教室、SNS 教室（目黒区）【再掲】 

〇薬物乱用防止教室（東京都） 
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〇青少年への防犯教室等（東京都） 

〇セーフティ教室（練馬区、新宿区、稲城市）、（江戸川区）【再掲】 

○ネット適正利用啓発講座を開催（東京都）【再掲】 

○都内小学校にて健全育成音楽劇を上演（東京都） 
 

■その他の取組 

〇安全指導及び長期休暇中における生活指導の実施（稲城市、清瀬市）【再

掲】 

○夜間パトロール（杉並区） 

○街頭補導活動（調布市）【再掲】 

○各校において、違法ドラッグ撲滅のための指導を実施（豊島区） 

 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

■大会実施 

〇府中市まつり・コンサート（府中市）【再掲】 

〇広報パレード・式典（新宿区） 

〇浅草橋紅白マロニエまつり、入谷朝顔まつり、谷中まつり、盆踊り（台東

区） 

〇第 15 回あらかわ社明コンサート（荒川区） 

〇第 36 回みなと区民の集い、第 17 回青少年健全育成大会、赤坂青山地区第

38 回社会を明るくする運動（港区） 

〇児童虐待防止講演会・薬物乱用防止ビデオ上映会（江東区）【再掲】 

 

■広報啓発 

〇ホームページへの掲載（墨田区、調布市）【再掲】 

〇啓発ポスターの掲示（新宿区、荒川区）、（国分寺、あきる野市、中央

区、台東区、青梅市、東大和市、国立市）【再掲】 

〇広報誌（立川市、あきる野市、中央区、青梅市、台東区、荒川区、港

区）、（新宿区、瑞穂町、東大和市）【再掲】 

〇啓発チラシ３種類作成配布（奥多摩町）【再掲】 

〇懸垂幕の掲出（新宿区、荒川区、あきる野市） 

〇ホームページ・Twitter・Facebook への掲載（新宿区） 

〇広報動画の放映（新宿区） 

〇横断幕の掲出（青梅市） 

〇青少年健全育成チラシ（青梅市）【再掲】 

〇非行防止チラシの配布（市内全私立・公立学校の児童・生徒に配布）（武

蔵野市） 

〇長期休暇中の生活指導についての通知（江戸川区）【再掲】 

 

■会議・研修会等 

〇青少年問題協議会（立川市、昭島市、大田区）、（千代田区、瑞穂町、 

八王子市）【再掲】 

〇青少年健全育成各地区委員会（立川市）【再掲】 

〇学校と警察の連絡協議会（練馬区） 

〇福生市サポート会議（福生市） 

〇青少年地区委員会（北区） 

〇非行のない明るい街づくり赤羽連絡協議会（板橋区） 

〇稲城市児童生徒指導連絡協議会（稲城市） 

〇生活指導主任連絡会（中央区）【再掲】 

〇学校警察連絡協議会（千代田区） 

〇浅草地区懇親会（台東区） 

〇下谷文区講演会（台東区） 

〇青少年対策地区委員会、青少年育成指導員会（八王子市）【再掲】 
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〇青少年非行化防止講演会（江東区） 

〇生活指導連絡協議会（大島町） 

〇生活指導連絡協議会（江戸川区）【再掲】 

〇江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会（江戸川区）【再掲】 

〇「社会を明るくする運動」講演会（国立市）【再掲】 

 

■保護者・青少年向けの防犯教室等 

〇親と子の工作教室（台東区） 

〇非行・被害防止教室（目黒区） 

〇各種被害防止教室（東京都）【再掲】 

〇青少年向けの防犯教室等（東京都） 

〇青少年への防犯教室等（東京都） 

〇セーフティ教室（江戸川区）【再掲】 

 

■補導活動 

〇有害環境改善活動（杉並区） 

〇街頭補導活動（武蔵村山市、調布市）【再掲】 

〇地域パトロール活動（三鷹市、福生市、神津島村、江東区、多摩市、東久

留米市/愛のひと声運動、杉並区、稲城市）、（荒川区/夜間パトロール）

【再掲】、（新宿区/新宿区安全・安心パトロール隊、目黒区/地域安全の

日広報啓発活動）、（あきる野市/健全育成パトロール、荒川区/地域安

全・環境浄化パトロール）【再掲】 

〇青色回転灯パトロールカーによる巡回実施（江東区） 

〇安全指導及び長期休暇中における生活指導の実施（清瀬市・稲城市）【再

掲】、練馬区 

〇生活指導・リスクマネジメント対 策専門員による指導・助言（大田区） 

〇実態調査（墨田区）【再掲】 

〇放課後の居場所づくり、学童クラブ・ふっさっ子広場の開室（福生市） 

〇SSW やアドバイザーリースタッフの派遣等（福生市） 

〇例月実施、出席状況調査・いじめ個票の提出（千代田区） 

〇更生保護女性会と保護司の中学校への広報活動（台東区） 

〇盆踊り見回りパトロール（目黒区） 

〇駅頭・街頭宣伝活動（荒川区） 

〇街頭補導活動（東京都） 

 

■その他の取組 

○生徒指導主任研修（内容：いじめ対応について専門家からの講話受講）

（豊島区） 

 

重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

 

■大会実施 

〇映画鑑賞会（北区） 

〇青少年意見発表会・講演会（文京区） 

〇子ども映画会・街頭広報活動（小金井市） 

〇街頭広報活動・作文コンテスト実施（稲城市） 

〇太田区民のつどい（大田区） 

○東京保護観察所提供動画使用の放映、刑務所作業製品の展示即売会（中野 

〇第 15 回あらかわ社明コンサート（荒川区）【再掲】 

〇かつしか区民の集い（葛飾区） 

〇第 36 回みなと区民の集い、第 17 回青少年健全育成大会、赤坂青山地区第

38 回社会を明るくする運動（港区）【再掲】 

〇サッカーJ リーグとの連携による清掃、啓発活動（八王子市） 

〇社明作文コンテスト表彰式と外部講師による講演会（八王子市） 
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■広報啓発 

〇社明運動の広告を区内１２か所の大型モニターで放映（渋谷区） 

〇社会を明るくする運動（品川区、三鷹市、狛江市）【再掲】、（中野区、

東久留米市、日野市、福生市、羽村市、板橋区、北区、小金井市、稲城

市、大田区、小平市、武蔵村山市、練馬区、目黒区、豊島区、江東区、多

摩市、江戸川区、東京都） 

○ホームページへの掲載（墨田区、調布市、荒川区）【再掲】 

〇ポスター掲出（新宿区、目黒区、稲城市、豊島区）、（青梅市、東大和

市、荒川区、国立市）【再掲】 

〇広報誌（国分寺市、東大和市）【再掲】、（中野区、板橋区、北区、大田

区、あきる野市、青梅市、小平市、港区） 

〇啓発チラシ３種類作成配布（奥多摩町）【再掲】 

〇広報啓発活動（文京区、調布市、稲城市） 

〇懸垂幕の掲出（新宿区、大田区、小平市、稲城市、荒川区）【再掲】 

〇ホームページ・Twitter・Facebook への掲載（新宿区）【再掲】 

〇広報動画の放映（新宿区）【再掲】 

〇パネル展（大田区、八王子市） 

〇横断幕（大田区、あきる野市、小平市、青梅市） 

〇広報用 DVD 貸出（小平市） 

〇青少年健全育成チラシ（青梅市）【再掲】 

〇標語の募集（小金井市） 

〇一円玉募金運動（目黒区） 

〇講話大鳥神社（目黒区） 

○図書館で再犯防止関連の図書をまとめて展示（豊島区） 

〇長期休暇中の生活指導についての通知（江戸川区）【再掲】 

 

■会議・研修会等 

〇青少年健全育成各地区委員会（立川市）【再掲】 

〇青少年補導連絡会委員研修会（立川市） 

〇青少年問題協議会（大田区）【再掲】 

〇学校警察連絡協議会（千代田区） 

〇青少年問題協議会（千代田区、瑞穂町）【再掲】 

〇外部講師（保護観察官）による講演会（青梅市） 

〇生活指導連絡協議会（江戸川区）【再掲】 

〇江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会（江戸川区）【再掲】 

〇「社会を明るくする運動」講演会（国立市）【再掲】 

 

■保護者・青少年向けの防犯教室等 

〇出前授業、保護司の学校訪問（日野市） 

〇各種被害防止教室（東京都）【再掲】 

〇セーフティ教室（江戸川区）【再掲】 

 

■その他の取組 

〇安全指導及び長期休暇中における生活指導の実施（清瀬市）【再掲】 

〇健全育成パトロール（あきる野市）【再掲】 

○実態調査（墨田区）【再掲】 

〇街頭補導活動（調布市）【再掲】 

〇街頭広報活動（千代田区、葛飾区、八王子市、多摩市） 

〇小学校地区委員会の夏季パトロール（昭島市） 

〇駅頭・街頭宣伝活動（荒川区）【再掲】 

〇防犯パトロール（神津島村）【再掲】 
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○再非行の防止に向け、学校、警察署、児童相談所が連携して子供・家庭の

支援（豊島区） 

 

重点課題５ 

重大ないじめ ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

■広報啓発 

〇リーフレット等による啓発（品川区、渋谷区、小金井市、青梅市、八王子

市）【再掲】 

〇いじめ等相談窓口の周知（清瀬市、中央区） 

○ホームページへの掲載（墨田区・調布市）【再掲】 

○啓発ポスターの庁内掲示（国分寺市、東大和市、神津島村、国立市）【再

掲】 

〇あきる野市/ミニのぼり旗による啓発） 

〇広報活動の実施（江東区、東大和市）再掲】 

〇相談窓口の広報ポスター掲示（荒川区） 

〇長期休暇中の生活指導についての通知（江戸川区）【再掲】 

〇巡回型スクールソーシャルワーカーによる対応（江戸川区） 

〇「エンカレッジルーム」の活用（江戸川区） 

 

■会議・研修会等 

〇いじめ根絶協議会（品川区） 

〇青少年健全育成各地区委員会（立川市）【再掲】 

〇青少年問題協議会（大田区、八王子市）【再掲】 

〇いじめ問題対策委員会（中央区） 

〇学校警察連絡協議会（千代田区） 

〇青少年問題協議会の開催（千代田区、瑞穂町）【再掲】 

〇生活指導担当者会議（三鷹市） 

〇安全指導及び長期休暇中における生活指導（清瀬市、稲城市）【再掲】 

〇生活指導・リスクマネジメント対策専門員による指導・助言（大田区） 

〇青少年とともにあゆむ地区委員会（昭島市） 

〇青少年対策地区委員会、青少年育成指導員会（八王子市）【再掲】 

〇いじめ対策連絡協議会（江戸川区） 

〇生活指導連絡協議会（江戸川区）【再掲】 

〇江戸川区・葛飾区生活指導主任連絡協議会（江戸川区）【再掲】 

〇若手教員育成研修（江戸川区） 

〇「社会を明るくする運動」講演会（国立市）【再掲】 

 

■保護者・青少年向けの防犯教室等 

〇各種被害防止教室（東京都）【再掲】 

〇いじめに関する授業、いじめ防止のための実践プログラム学級指導補助員

の派遣（江戸川区） 

 

■その他の取組 

○実態調査（清瀬市） 

○ふれあい月間調査（練馬区）【再掲】 

〇アンケートの実施（福生市/ふっさいじめ防止標語の策定、目黒区/よりよ

い学校生活と友達づくりのためのアンケート、江戸川区/いじめアンケー

ト・楽しい学校生活をおくるためのアンケート） 

〇社会を明るくする運動（府中市） 

〇道徳科年間指導計画の作成と道徳授業の実施（福生市） 

〇道徳教育と人権教育タブレット端末のトップ画面活用・SOS の出し方等

（稲城市） 

〇ふれあい月間（いじめ・自殺・暴力行為・不登校等総点検）（千代田区） 

〇例月実施、出席状況調査・いじめ個票の提出（千代田区）【再掲】 
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〇街頭補導活動（調布市）【再掲】 

〇指導、村立学校において、授業やスクールカウンセラーを通じ、児童・生

徒に対して日常的に指導を行っている（御蔵島村） 

〇セーフティ教室、スクールカウンセラーの派遣、子ども家庭支援センター

との連携（神津島村） 

〇学校生活に関するアンケート、スクールカウンセラーとの面談、WEBQU の

実施（港区） 

○生徒指導主任研修（内容：いじめ対応について専門家からの講話受講）

（豊島区）【再掲】 

〇「江戸川区子どもの権利条例」の理解・啓発（江戸川区） 

〇学校いじめ防止基本方針の策定（江戸川区） 

 

※1 青少年センターの具体的な名称は、青少年センターのほか、少年補導センター、青少年育成センター、

青少年指導センター、青少年補導センター、青少年相談センター、少年センターなど、地域の実情や主たる

活動内容に応じ様々。（こちらは項目に沿った記載をお願いします。） 

 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 

※特に、最重点課題については記載漏れがないように願います。 

※各項目は必須ではありません。各自治体の実情に応じて推進した取組結果を記載してください。 

 


